
 © 2012 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2012 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

背景 

2012 年も年末が近づき、多くの企業が財務諸表の作成や外部監査を受ける準備に着手

し始めている。2012 年は、中国税務当局は、企業所得税や間接税について、企業が作

成する納税申告書や財務諸表に重要な影響を与える規定を公布している。これらの規定

に定められた期限内に申告納税が完了しない場合は、税務当局は、納税者や源泉徴収

義務者に対し、延滞金やペナルティを課す可能性がある。 

企業の税務コンプライアンス業務を進めるための参考資料として、2012 年度の中国税務

申告チェックリストを用意した。当該チェックリストはすべての中国税務法規事項が網羅

的に含まれている訳ではなく、また、特定の個人や企業の状況に対して提供することを意

図していない。さらに、実際の適用に当たっては地方税務当局によって異なる判断を下す

可能性があることに留意されたい。 

  

チャイナアラート（中国速報） 
                   税務及び法規の動向 

 
   2012 年 11月 第 23 回 

2012 年度税務確定申告のためのチェックリスト  
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企業所得税 

企業の対応 関連法規のポイント 締切日/有効日 KPMG 中国 
発信情報 はい いいえ 該当なし 

月次（四半期）ごとの

納税申告書の作成及

び提出 

 
企業所得税法及びその実施条

例、国家税務総局公告 2011 年第

64 号及び第 76号 
• 2012年1月1日から、納税者

は、改正後の月次（四半期）

納税申告書を使用する。 
 

月又は四半期の終

了の日から 15 日以

内 
    

2012年度の年度納税

申告書の作成、提出、

及び四半期申告額と

の精算 
 

 
企業所得税法及びその実施条例 
• 中国国内に設立された企業

及び中国に恒久的施設があ

ると認定された外国企業は申

告することが要求されている。 
 

2013 年 5 月 31 日     

ソフトウェア及び集積

回路認定企業が優遇

税制の適用を受ける

ための主管税務機関

に対する各種手続 

 
財税[2012]27 号、国家税務総局

公告 2012 年第 19 号 
• 一定の要件を満たすソフトウ

ェア及び集積回路企業は、一

定の優遇税制を受けることが

できる。 
 

2013 年 4 月 30 日 

チャイナアラート;
テクノロジー、メデ

ィア＆電気通信

業界向け 2012年

第 1 回 

(英語での説明) 

   

ハイテク認定企業の

主管税務機関に対す

る必要資料の作成、

報告手続 

 
国税函[2009]203 号 
• 年度納税申告書を提出する

前に、ハイテク企業は主管税

務機関に、ハイテク認定要件

を満たすことを示す関連資料

を提出しなければならない。 
 

2013 年 5 月 31 日 チャイナアラート

2009 年第 47 回    

企業所得税について

15％の優遇税率を受

けるための主管税務

機関に対する申請書

及び関連資料の提出 

 
財税[2011]58 号、財税[2009]69
号、国家税務総局公告 2012 年第

12 号 
• 西部地域にある一定の要件

を満たす企業は、企業所得税

につき、15％の軽減税率を受

けることができる。 
 

2013 年 5 月 31 日 チャイナアラート

2012 年第 8 回    

ストックオプション制度

の導入による費用の

損金性の検証 

 
証監公司字[2005]151 号及び国

家税税務総局公告 2012 年第 18
号 
• 一定の要件を満たすストック

オプション費用は、原則とし

て、企業所得税法上、給与と

して損金算入できる。損金算

入金額は、実際の権利行使

時における株式の公正価値

と権利行使価格の差額に、行

使された数量を乗じて算出す

る。 
 

2012 年 7 月 1 日よ

り施行 
チャイナアラート

2012 年第 13 回    

政策的移転、移転計

画、その他の資料に

ついての税務主管税

務機関への提出 

 
国家税務総局公告 2012 年第 40
号 
• 一定の政策的移転から発生

した収入及び費用は、移転が

完了するまで一時的に課税

2013 年 5 月 31 日     
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所得から除外することがで

き、移転が完了した年度の課

税所得に含める。 
 

企業所得税法上、控

除できる費用 

 
国家税務総局公告 2012 年第 15 
号 
• 企業所得税の計算上、以下

の費用を控除することについ

て明確化された。 
財務費用、代理サービスを提

供する企業の営業コスト、通

信企業の手数料、営業開始

前の交際費。 
 

2011 年度以降の企

業所得税年度納税

申告書について適

用 

    

資産損失に関する主

管税務機関への申告 

 
国家税務総局公告 2011 年第 25
号 
• 資産損失の範囲の拡大。 
• 資産損失の税務局へによる

事前承認規定の廃止。 
• 申告を「清単申告」と「専項申

告」に分ける。 
 

2013 年 5 月 31 日 チャイナアラート

2011 年第 13 回    

関係する原価費用の

証憑取得 

 
国家税務総局局公告 2011 年第

34 号 
• 企業は、四半期毎の企業所

得税申告時には、原価･費用

を証拠未入手でも暫定的に控

除できるが、年度納税申告時

に関係する有効な原価・費用

の証憑票を提出しなければな

らない。 
 

2013 年 5 月 31 日 

中 国 税 務 簡 報

2011 年第 6 回 
 
(英語での説明) 

   

技術移転の優遇条件

に適合する場合の主

管税務機関に対する

報告手続 

 
国税函[2009]212 号 
• 企業が、技術移転に関係する

企業所得税の優遇措置を受

けるためには、年度納税申告

書を提出する前に、主管税務

機関に関連情報を提出する

必要がある。 
 

2013 年 5 月 31 日     

ベンチャーキャピタル

企業の主管税務機関

に対する報告手続 

 
国税発[2009]87号 
• ベンチャーキャピタル企業は、

投資税額控除の優遇措置を

受けるために、年度納税申告

書を提出する前に、主管税務

機関に関連情報を提出する

必要がある。 
 

2013 年 5 月 31 日     

企業再編に関する特

殊税務処理（納税繰

延）の条件に適合する

場合の主管税務機関

に対する届出 

 
財税[2009] 59 号、国家税務総局

公告 2010 年第 4 号 
• 関係する条件に適合する株

式譲渡、合併、分割等の取引

で発生したキャピタルゲイン

は税務上繰延べが可能。 
 

2013 年 5 月 31 日 

チャイナアラート

2009 年 第 39
回,2010 年第 12
回 
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特定の企業（金融、証

券、中小企業信用担

保保険）の年度納税

申告における引当金

の控除 

財税 [2012]5 号、財税 [2012]11
号 、 財 税 [2012]23 号 、 財 税

[2012]25 号、財税[2012]45号 
• 特定業界の引当金の控除が

明確化された。 

2013 年 5 月 31 日 

チャイナアラート;
金融サービス向

け2012年第4回,
チャイナアラート

金融サービス向

け第3回,チャイナ

アラート金融サー

ビス向け 2012 年

第 2 回 
(英語での説明) 

   

広告費及び業務宣伝

費の企業所得税損金

算入政策 

 
財税[2012]48 号 
• 財税[2009]72 号における特

定業界に係る広告費及び業

務宣伝費の損金算入政策に

ついて、一定の調整を加えた

上で継続された。 
 

2013 年 5 月 31 日 チャイナアラート

2012 年第 14 回    

推定課税の可能性 

 
国家税務総局公告 2012 年第 27
号 
• 資本投資を専業的に行う企業

には、推定課税は適用しな

い。 
 

2012 年 1月 1 日か

ら有効     

2012年度の移転価格

税制の同時文書及び

関連情報の作成及び

提出 

 
国税発[2009]2号 
• 関連者取引年度報告書の 9

つの別表を、企業所得税年度

納税申告書と共に提出。 
• 同時文書を税務機関が要求

してきた際に提出できるように

準備する。 
 

2013 年 5 月 31 日 チャイナアラート

2009 年第 8 回    

租税条約における配

当金に関する優遇措

置を享受するための

申請 

 
国税発 [2009]124 号、国税函

[2009]81 号、国税函 [2009]601
号、国家税務総局公告 2012 年第

30 号 
• 申請者は条約締結相手国の

税務上の居住者であること及

び配当金の受益者であること

の証明が必要。貸付金利息、

特許権使用料及びキャピタル

ゲインに関しても租税条約の

優遇措置を享受したい場合に

は申請が必要。 
• 代理人等は受益者でないこと

を声明することが可能。 
 

配当金送金時に申

請 

チャイナアラート

2012 年第 15 回,
チャイナアラート

2009 年 第 25
回,2009 年第 86
期 

   

その他の税金 

企業の対応 関連法規のポイント 締切日/有効日 KPMG 中国 
発信情報 はい いいえ 該当なし 

増値税パイロットプロ

グラムの適用対象地

域における対象業種

企業は、新規定により

増値税納税申告を行

う  

 
財税 [2011]110、財税 [2011]111
号、財税[2012]71 号 
• 上海の増値税パイロットプロ

グラムは、北京等 8 地域
1

 

に

拡大した。 

各地域の開始時期

に従う 

チャイナアラート

2012 年第 16 回,
チャイナアラート

2012 年第 17 回 

   

                                                
1 8 地域：北京市、天津市、江蘇省、安徽省、浙江省（寧波市を含む）、福建省（厦門市を含む）、湖北省、広東省（深圳市を含む）。 

http://kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1206-04-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1206-04-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1206-04-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1203-03-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1203-03-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1203-03-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1202-02-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1202-02-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1202-02-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://kpmg.com/CN/zh/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/China-alert-Financial-Service-Focus/Pages/china-alert-FS-1202-02-Corporate-Income-Tax.aspx�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1206-14-j.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1206-14-j.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200901_5.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200901_5.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1207-15-j-v1.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1207-15-j-v1.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200903_2.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200903_2.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200903_2.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200911_2.pdf�
http://www.kpmg.or.jp/knowledge/foreign-newsletter/china/2009/pdf/200911_2.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1207-16-j.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1207-16-j.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1208-17-j.pdf�
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Japanese/Documents/china-alert-1208-17-j.pdf�


 © 2012 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2012 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

新規定に従って、文化

事業建設費を納付 

 
財綜[2012]68 号 
• 増値税パイロットプログラム

適用対象地域にある広告サ

ービス業及び増値税源泉徴

収義務者は、増値税課税売

上高の 3％の文化事業建設

費を納付・徴収する。 
 

2012 年 1 月 1 日よ

り施行     

輸出物品及びサービ

スに係る増値税及び

消費税の還付手続き

の検討 

 
財税[2012]39 号、国家税務総局

公告 2012 年第 24 号  
• 既存の輸出税還付（免税）の

方針を明確化、基準化、体系

化し、税負担の観点から輸出

企業の環境を整備し、手続き

を簡素化した。 
 

一部の規定は 2011
年1月1日から遡及

適用し、その他は

2012 年 7 月 1 日よ

り適用 

チャイナアラート

2012 年第 19 回    

輸出税還付のための

新手続き 

 
国家外貨管理局公告 2012 年第 1
号 
• 2012 年 8 月 1 日より輸出照

合書が廃止され、企業は輸出

税還付手続きを行う際に紙ベ

ースの輸出照合書の提出が

不要となった。 
 

2012 年 8 月 1 日よ

り施行     

企業再編における間

接税の影響の検討 

 
国家税務総局公告 2011 年第 13
号、第 51 号 
• 一定の要件を満たす場合は、

商品の譲渡について増値税

が課税されず、また、不動産･

土地使用権の譲渡についても

営業税が課税されない。 
 

増値税の優遇は

2011 年 3 月 1 日よ

り施行、営業税の優

遇は 2011 年 10 月

1 日より施行 

チャイナアラート

2011 年第 7 回    

天然資源使用権の譲

渡に係る営業税の影

響の検討 

 
財税[2012] 6号 
• 中国国内における天然資源

使用権の譲渡は、営業税対

象取引に該当し営業税が課

税される。 
 

2012 年 1 月 1 日よ

り施行 

チャイナアラート;
エネルギー＆天

然資源向け 2012
年第 2 回 
(英語での説明) 

   

2012年度個人所得税

年度納税申告書の提

出 

 
国税発[2006] 162号  
• 年間の個人所得が 12 万元以

上の個人（中国非居住者を含

む）につて提出が必要。 
 

2013 年 3 月 31 日 チャイナアラート

2006 年第 35 回    

条件に適合する外国

籍従業員は社会保険

加入に関する処理手

続規定に準拠 

 
人力資源・社会保障部令第 16
号、人社庁発[2011]113 号 
• 中国で就業する外国人は、中

国の従業員基本養老保険、

従業員基本医療保険、工傷

保険、失業保険及び生育保

険に加入しなければならな

い。但し、具体的な実施弁法

は未公布。 
 

2011年 10月 15日

から適用 
チャイナアラート

2011 年第 33 期    
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その他非税金項目 

企業の対応 関連法規のポイント 締切日/有効日 KPMG 中国 
発信情報 はい いいえ 該当なし 

出資持分による企業

再編の検討 

 
商務部令 2012 年第 8 号 
• 外国投資家が持分出資によ

り増資等する場合の規定が

明確化された。 
 

 2012年 10月 22よ

り施行 
チャイナアラート

2012 年第 21 回    

年度報告書の作成と

提出 

 
中華人民共和国国務院令第 584
号 
• 代表機構（駐在員事務所）

は、毎年、登記機関に年度報

告書を提出する必要がある。 
 

2013 年 6 月 30 日 チャイナアラート

2010 年第 21 回    

駐在員のビザ及び既

存の出向契約の確認 

 
中華人民共和国出境入境管理法 
• 中国における外国人就労の

規定の統合と管理強化。 
 

2013 年 7 月 1 日よ

り施行 

チャイナアラート

2012 年第 20 回 
(英語での説明) 

   

KPMG 中国の所見 

2012 年、中国政府は、従来の規定における不明瞭部分を明確にし、また、詳細な説明を

するために、多数の重要な規定を補足的な通達により公布した。企業所得税申告書を作

成する企業は、コスト、費用、引当の控除に関する新規定を考慮し、企業所得税における

優遇税制が受けられるようにすべきである。 

国家税務総局公告[2012]30 号（以下、「30 号公告」）は、租税条約上の優遇措置との関

連で、国税函[2009]601号（以下、「601号文」）において当初導入した受益者の概念の詳

細な説明がされた。30 号公告は、租税条約の優遇措置を受ける手続きを明確にし、地方

税務機関の 601 号文の適用における一貫性を向上させるものとなる。受益者を判定する

際に、租税条約の優遇措置を受ける申請者の親会社及び兄弟会社の実体性が考慮され

る可能性があることや、2012 年 6月 29 日時点で結論の出ていない申請を遡及して適用

が可能であるかということに関して、いまだ複雑な部分が残っている。納税者は、解釈や

実務的な取り扱いをより理解するために、主管税務機関とコミュニケーションを取るべき

である。 

また、2012年1月1日に上海で開始した増値税パイロットプログラムは、北京市、江蘇省、

安徽省、福建省及び広東省に拡大され、2012年 12月 1日には天津、浙江省、湖北省に

おいても開始された。国務院では 2013 年中にさらに対象地域、対象業種を全国的に拡

大することも決定した。既に増値税パイロットプログラムの対象業種に含まれている運輸

業及び現代サービス業は別として、通信業や建設業が拡大される対象業種に含まれるこ

とが予想されるので、納税者は新しい増値税の規定を理解するとともに、増値税改革に

よる影響を検討すべきである。 

各界の意見徴収後、商務部は外商投資企業の持分出資に係る規定（以下、「8 号令」）を

9 月に承認し、公布した。8 号令は、企業再編を行うための追加メカニズムや企業再編コ

ストを減少することを目的に適用されたものである。納税者は、持分出資による取引を実

施する前に、税務上の取り扱いを深く検討する必要がある。 
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